
調 達 公 告 

 

公募型プロポーザル方式により業務の受注者を選定するので、次のとおり公告する。 

 

令和６年６月１４日 

 

鳥取県立青谷かみじち史跡公園所長 西村 芳将 

 

１ 業務の概要 

（１）業務の名称 

令和６年度青谷かみじちフェスタ運営業務 

（２）業務の内容 

令和６年度青谷かみじちフェスタ運営業務に係る公募型プロポーザル実施要領（以下「プロポ

ーザル実施要領」という。）の別添１「令和６年度青谷かみじちフェスタ運営業務仕様書」（以

下「仕様書」という。）のとおりとする。 

（３）業務期間 

契約締結日から令和６年１１月２９日まで 

（４）予算額 

金１０，０００千円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

 

２ 参加資格 

（１）単独事業者による参加 

本プロポーザルに参加できる単独事業者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であ

ること。 

イ 法人格を有すること。 

ウ 令和３年鳥取県告示第４５７号（物品等の売買、修理等及び役務の提供に係る調達契約の

競争入札参加者の資格審査の申請手続等について）に基づく競争入札参加資格（以下「競争

入札参加資格」という。）を有するとともに、その営業種目が「イベント・広告・企画」の

「イベント企画・運営」に登録されている者であること。 

エ 本件調達の公告日から本件業務の企画提案書の提出の日までの間のいずれの日においても、

鳥取県指名競争入札参加資格者指名停止措置要綱（平成７年７月１７日付出第１５７号）第

３条第１項の規定による指名停止措置を受けていない者であること。 

オ 本件調達の公告日から本件業務の企画提案書の提出の日までの間のいずれの日においても、

会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法

（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立てがなされていないこと。 

カ 本プロポーザルに係る共同事業体の構成員でないこと。 

キ 県内に本店、支店、営業所その他の事業所（以下「県内事業所」という。）を有する者で

あること。 

ただし、県内事業所に従業員が常駐している場合に限る。 

ク 平成２６年度以降に集客数（参加者）５００人以上のイベントの企画・運営を受注した実

績があること。 

（２）共同事業体による参加 

構成員が共同して本業務に携わり、それぞれの得意分野で実力を最大限に発揮することでよ

り効果的、効率的に運営することが可能な場合は、共同事業体による参加を可とする。 

本プロポーザルに参加できる共同事業体は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。 



ア 共同事業体の全ての構成員が、法人格を有すること。 

イ 共同事業体の構成員のうち、いずれかが（１）ウ及びクの条件を満たしていること。 

ウ 共同事業体の全ての構成員が（１）ア、エ及びオ並びにキを全て満たしていること。 

エ 各構成員が、本プロポーザルにおいて、単独事業者及び他の共同事業体の構成員でないこ

と。 

 

３ 評価・選定方法等 

（１）評価項目及び配点は、プロポーザル実施要領 別添３「令和６年度青谷かみじちフェスタ運営

業務に係る公募型プロポーザル評価要領（以下「評価要領」という。）」３のとおりとし、評

価・選定は評価要領４（１）により行うものとする。 

（２）最優秀提案者は、評価要領４（２）の規定により選定する。 

（３）審査結果は、鳥取県公式ホームページ【とりネット】の鳥取県立青谷かみじち史跡公園ページ

（https://www.pref.tottori.lg.jp/aoyakamijichi/）で公表するとともに、参加者全員に通知す

る。また、公表の内容のうち審査結果については、全ての参加者の順位及び得点とする。ただ

し、参加者名については、最優秀提案者のみ記載するものとする。 

通知の内容のうち審査結果については、全ての参加者の順位及び得点とする。ただし、参加

者名については、最優秀提案者と当該通知の相手方のみ記載するものとする。 

（４）審査の経緯は公表しない。 

（５）審査結果に対する異議申し立ては受け付けない。 

 

４ 手続き等 

（１）書類の提出先及び問合せ先 

〒６８９－０５３４ 鳥取県鳥取市青谷町吉川１７番地 鳥取県立青谷かみじち史跡公園 

電話：０８５７－３０－４１１０ 

ファクシミリ：０８５７－３０－４１１５ 

電子メール：aoya-kamijichi@pref.tottori.lg.jp  

（２）プロポーザル実施要領の交付 

プロポーザル実施要領は、令和６年６月１４日（金）から同年７月１２日（金）までの間、鳥

取県公式ホームページ【とりネット】の鳥取県立青谷かみじち史跡公園ページ

（https://www.pref.tottori.lg.jp/aoyakamijichi/）から入手するものとする。ただし、これによ

り難い者には、次により直接交付する。 

ア 交付期間及び時間 

令和６年６月１４日（金）から同月２８日（金）までの間（休園日である令和６年６月２４

日（月）を除く。）の午前９時から午後５時まで 

イ 交付場所 

（１）に同じ 

 

５ 参加申込及び企画提案書の提出等 

（１）参加申込み 

ア 本プロポーザルに参加をしようとする者は、令和６年６月２８日（金）午後５時までに、プ

ロポーザル実施要領４（１）に示す提出書類（以下「参加申込書等」という。）を４（１）の

場所に持参、郵送又は電子メールの方法により提出すること。なお、持参による場合は、提出

期限までの日（休園日である令和６年６月２４日（月）を除く）の午前９時から午後５時まで

の間に限り受け付ける。また、郵送又は電子メールによる場合は、令和６年６月２８日（金）

午後５時までに到着したものに限り受け付ける。 

 



イ アにより提出のあった書類を審査の上、本プロポーザルへの参加資格の有無を確認する審査を行

い、その結果を令和６年７月１日（月）までに通知する。 

ウ イにより本プロポーザルへの参加資格がないと認められた者は、鳥取県立青谷かみじち史跡公園

所長（以下「所長」という。）に対し、本プロポーザルへの参加資格がないとした理由について、

令和６年７月２日（火）正午までに書面（任意様式）により説明を求めることができる。 

エ ウにより説明を求められた場合、所長は、説明を求めた者に対し、令和６年７月３日（水）まで

に回答する。 

（２）企画提案書等の提出 

（１）イの通知により参加資格を有すると確認を受けた者は、令和６年７月１２日（金）午後５時

までにプロポーザル実施要領６及び別添２「令和６年度青谷かみじちフェスタ運営業務に係る公募型

プロポーザル提案書作成要領」に定めるところによる提出書類（以下「企画提案書等」という。）を

作成の上、４（１）の場所に持参又は郵送の方法により提出すること。なお、持参による場合は、提

出期限までの日（休園日である令和６年６月２４日（月）を除く。）の午前９時から午後５時までの

間に限り受け付ける。また、郵送の場合は、書留郵便（親展と明記すること。）又は民間事業者によ

る信書の送達に関する法律第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する

特定信書便事業者の提供する同条第２項に規定する信書便の役務のうち書留便に準ずるもの（親展と

明記すること。）によることとし、令和６年７月１２日（金）午後５時までに到着したものに限り受

け付ける。併せて郵送したことを４（１）の場所に電話により連絡すること。 

 

６ 企画提案書等のプレゼンテーション 

次により、企画提案書等に係るプレゼンテーションを実施する。 

（１）プレゼンテーション日時 

令和６年７月２４日（水）（時間については参加申込者に別途通知する。） 

（２）プレゼンテーション場所 

鳥取県鳥取市青谷町青谷６６７番地 鳥取市青谷町総合支所２階 多目的ホール 

（３）プレゼンテーション持ち時間等 

プレゼンテーションは、４０分程度、参加人数は３名以内とする。 

（企画提案書等の説明２５分程度、質疑応答１５分程度） 

（４）使用機器等 

プロジェクター及びスクリーンは、発注者が準備する。その他、プレゼンテーションに必要な

物は参加申込者が準備すること。 

（５）その他 

企画提案書等提出後の内容の差し替え、追加は認めない。 

なお、情勢によりプレゼンテーションの実施方法を変更する場合がある。その場合は、参加

申込者に別途通知する。 

 

７ 契約の締結 

３により最優秀提案者として選定された者と契約締結の協議を行い、見積書を徴して契約を締

結する。この協議には、企画提案書等の趣旨を逸脱しない範囲内での仕様書の変更の協議も含む

ものとする。 

なお、事業の一部変更や修正もあり得ることから、予算額の範囲内とするため内容の調整を行

うことがある。これらの協議の後、仕様書を確定し、見積書を徴し、予算額の範囲内であること

を確認の上契約を締結する。協議が不調のときは、３により順位付けられた上位の者から順に契

約の締結の協議を行う。 

また、情勢により契約締結前に本業務が中止となった時は、契約の締結に至らない場合がある。 



 

８ 契約保証金 

契約の相手方は、契約保証金として契約金額の１００分の１０以上の金額を納付しなければな

らない。この場合において、鳥取県会計規則（昭和３９年鳥取県規則第１１号。以下「会計規則」

という。）第１１３条第１項に定める担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができ

る。 

なお、会計規則第１１２条第４項の規定により、契約保証金の全部又は一部を免除する場合が

ある。 

 

９ スケジュール 

（１）企画提案の募集開始               令和６年６月１４日（金） 

（２）質問書の受付期限                令和６年６月２４日（月）午後５時 

（３）質問に対する回答期限              令和６年６月２５日（火） 

（４）参加申込書の提出期限              令和６年６月２８日（金）午後５時 

（５）参加資格者有無通知期限             令和６年７月１日（月） 

（６）決定理由説明要求期限（資格なしの者）      令和６年７月２日（火） 

（７）企画提案書等提出期限              令和６年７月１２日（金） 

（８）審査会開催（プレゼンテーション及び審査の実施） 令和６年７月２４日（水） 

（９）審査結果の通知                 令和６年７月下旬 

（１０）契約締結の協議及び見積書依頼         令和６年８月上旬 

（１１）契約締結                   令和６年８月上旬 

 

１０ その他 

（１）企画提案書等の作成、応募、プレゼンテーション等に要する費用は、参加申込者の負担とする。 

（２）提出された書類は、いかなる場合でも返却しない。 

（３）提出期限後における書類の差し替え及び再提出は認めない。 

（４）企画提案書等の提出後に本プロポーザルの応募を取り下げる場合は、速やかに連絡するととも

に文書で通知すること。 

（５）提出された書類は、最優秀提案者の選定以外の目的には、無断で使用しないものとするが、選

定を行うために必要な範囲内において複製する場合がある。 

なお、発注者に提出された書類は鳥取県情報公開条例（平成１２年鳥取県条例第２号）に規

定する非開示情報に該当するものを除き、同条例の規定による公文書の開示の対象になるが提

出者に無断で本プロポーザル以外の用途には使用しない。 

（６）２の参加資格のない者が提出した企画提案書等及び虚偽の記載がなされた企画提案書等は無効

とする。また、次のいずれかに該当する場合は、提出された企画提案書等は無効とする。 

ア ５（２）の提出期限を過ぎて企画提案書等が提出された場合 

イ ５（１）の参加申込書等の提出が提出期限までにない者から企画提案書等が提出された場

合 

ウ 審査の公平性を害する行為があった場合 

（７）本プロポーザルは、参加者の企画力や具体的な事業実施に関する能力等を評価し、当該業務の

受注者を選定するために実施するものである。したがって、提案内容の充実を図る等の理由に

より、契約締結までに発注者と最優秀提案者で詳細な内容について協議を行うことを前提とし

ており、必ずしも企画提案書等の内容どおりに業務を実施するものではない。 

（８）本業務の契約に当たり、契約書を作成するものとする。また、最優秀提案者に選定された者は、

本プロポーザルの最適者として選定したものであるが、契約手続の完了までは、発注者との契

約関係を生じるものではない。 



（９）著作権の取扱い 

ア 最優秀提案者に選定された者の企画提案書等に係る著作権の帰属については、契約時に取

り交わす契約書により定めるものとする。ただし、契約締結前にあっては参加申込者に帰

属するものとする。 

イ 最優秀提案者に選定されなかった参加申込者の企画提案書等に係る著作権は、参加申込者

に帰属するものとする。 

ウ 発注者は、参加申込者に対して、企画提案書等に係る著作権の使用に係る一切の対価を支

払わないものとする。 

（１０）仕様書中の契約条項を契約書に記載する場合において、契約書の様式に合わせるため、当該

契約条項の趣旨を変えないで用語を変更するときがある。 

（１１）その他詳細は、プロポーザル実施要領による。 


